
令和 ４年 ７月 ２７ 日

芝　浦　工　業　大　学　校　友　会

関 西 支 部 会 則



　　　　　　　　　　　   芝浦工業大学校友会    関西支部会則

第  １  条 名　　　称 　　　本会は芝浦工業大学校友会関西支部と称する。

第  ２  条 目　　　的     　本会は校友会会則第二章 第四条 に準じ、関西支部会員の親睦と情報交

　　　換の場となることとする。

第  ３  条 事 務 局 　　　本会の事務局は堺市堺区砂道町1-15-8　山根綜合社会保険労務士事務所

　　　内に置く。

第  ４  条 会　　　員 　　　本会の会員は、校友会会則第三章に基づく。　原則として関西地区に住居、

　　　又は勤務先を有する者を以て会員とする。

第  ５  条 役　　　員 　　　本会に次の役員を置く。

　　　　　（１）　支部長　　　　 1名
　　　　　（２）　副支部長　　　 2名
　　　　　（3）　事務局長（会計）　　1名
　　　　　（４）　幹事　　　　　　 ４名
　　　　　（５）　相談役　　　　 2名

第  ６  条 役員の任期　　　役員の任期は、２年とする。　　ただし再任は妨げない。

第  ７  条 役員の選出　　　本会の支部長、副支部長、事務局長（会計）、幹事、相談役の選出は

　　　総会に於いて選任する。

第  ８  条 役員の職務　　　支部長は本会を代表し会務を統括する。　副支部長は支部長を補佐し会務

　　　を分担しその執行に当たる。　又幹事は支部長、副支部長を補佐して会務を

　　　分担執行する。　事務局長は総会開催日の連絡及び調整、会員名簿の作成

　　　改訂、会費徴収、会員の慶弔の連絡、会計報告等の執行にあたる。

第  ９  条 総　　　会 　　　総会は毎年１回開催する。　但し、必要に応じて臨時総会を開催することが

　　　ある。　総会は支部長が召集する。　尚会議の議長は支部長があたる。

第 １０ 条 承認事項 　　　総会に提出してその承認を受けなければならない事項は次のとおりとする。

　　　　　（１）　前年度の会務及び収支決算報告。
　　　　　（２）　新年度の収支予算。
　　　　　（３）　役員の選任。
　　　　　（４）　会則の改廃。
　　　　　（５）　その他重要事項

第 １１ 条 役 員 会 　　　役員会は支部長の召集により開催し、会務の運営及び企画の審議に当たる。

　　　役員会は総会に変わって必要事項を議決する事ができる。　　役員会は、原

　　　則として２ｹ月に１回開催する。

第 １２ 条 会　　　議 　　　会議の議決は出席会員の過半数の同意を以て決し可否同数のときは議長の

　　　決するところによる。

第 １３ 条 運　　　営 　　　本会の運営費は年会費と寄付金及びその他の収入を以てあてる。



第 １４ 条 納　　　入 　　　会員は会費を遅滞なく納入するものとする。

第 １５ 条 年　　　度       本会の会計年度は毎年４月１日に始まり翌年３月３１日迄とする。

附　　　則 （１） 本会則は平成１０年１１月２７日から施行する。

（２） 会費は年額 ３０００円とする。

（３） 会員本人の慶弔に対しては、役員会に於いて適宜決定するものとする。
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(Ｓ５１　工化)
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